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平成２３年度 第３回地域協議会 

 

１．開 会 １６：００～（進行：矢島総合支所 振興課長） 

 

２．会長あいさつ 

●会長 

  ご案内いたしました第３回矢島地域協議会を開催するにあたり、一言ご挨拶申し上げます。穫

り入れの秋も一段落いたしまして、ここ数日悪天候が続いておりましたが、昨日からすっかり晴

れわたり、秋晴れの好天に恵まれております。今日などはかなりの温度があるわけでございまし

て、しばらく続いてほしいなという思いをしているところでございます。さて、本日は市の方か

ら由利本荘市ごみ処理施設の整備方針について、というご説明がございます。そして、前回もお

話ししてあります、委員の皆様からいただいた提言のまとめ方につきまして、今日最終的に集約

をしたいと考えております。また今日は、明日から収穫感謝祭が始まるということで多くの委員

の方々がそちらの準備に出向いているということで欠席がちでありまして、日程の取り方に問題

があったのかなというふうに反省しております。今日は初めての試みでございますが、地域選出

の市議会の土田議員と佐藤議員、お２人をお招きして、傍聴をいただくことにしております。そ

して、今日は年に１回の市長を囲んでの懇談会ということで、一応５時半を予定しておりますの

で、そういう時間を見計らいながら、ひとつご審議のほどご協力をお願いしたいと思います。今

日は２件につきまして皆さんのご審議をお願いしたいと思います。以上、挨拶に代えさせていた

だきます。 

 

３．矢島総合支所長あいさつ 

●総合支所長 

  皆様お晩です。そういう時間帯になりましたけれども、今日第３回の地域協議会の開催にあた

りまして、本当に委員の皆さんにはお忙しいところご参加くださいまして、どうもありがとうご

ざいました。第２回目の時には、消防の庁舎の関係、それから公の施設の使用料等の事につきま

して市の方から説明がありまして、そして皆さんからも色々ご意見をいただいたところでござい

ます。その消防庁舎につきましては、８月の臨時会で議決になりましたので、説明あったとおり

のことで進む予定となってございます。使用料の見直しに関しましては、昨日、行革の検討委員

会がございまして、使用料の額等については以前説明された内容のように、この１２月の議会の

方に条例等で提案する予定となってございます。昨日は、たまたまそれに関連しまして皆さんか

ら色々ご要望がありました、いわゆる減免なり減額なりそういった基準を、あらためてきちんと

出してもらいたいというふうな、他の地域協議会の中でもそういうお話しがありました、そのこ

とについて、昨日、一応案的なものも示されましたけれども、基本的には免除と、それから減額

については５割の減額と、そういった方向で今検討を進めている状況でございます。昨日の会議

の中でも、一応条例等が提案された後におきまして、あらためて地域協議会にも説明をしていき

たい、というお話しがございましたので、よろしくお願いしたいと思います。先ほど会長さんか

らも言われましたけれども、今年の稲作につきましては平年並みということでございましたけれ

ども、丁度刈り取りの時期にああいう雤が続いたものですから、時期的に昨年よりは１週間ほど

遅れるのかなと思っておりましたけれども、それ以上に遅れた時期もあったのではないかなと思

っています。先ほど会長さんも言われました、明日２９日から３０日、矢島地域でも例年どおり

産業文化祭を実施する予定で、今日も準備に入っております。そして例年、高松市、佐久市と、
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友好都市との交流ということで、一昨年までは矢島の産業文化祭の方でやりましたけれども、昨

年から米まつりの会場でということで、今年もやる予定でございます。たまたま高松市は今年３

年に１回やるイベントがございまして参加出来ませんけれども、佐久市は４時頃にこちらに到着

する予定で、明日、明後日、米まつりの会場で佐久市の方から３人みえて物産の販売等いたしま

すので、皆さん矢島の文化祭と併せて米まつりの会場にもおこしいただければなと思っています。

それでは、今日の会議が、皆様から色々ご意見等賜って、会長さんの言われました提言等うまく

まとめていただければなというふうに思っております。それから矢島地域の議員の皆さんには、

お忙しいところ無理を言った形になりますけれども、今日は傍聴という形になるか、あるいは要

望的なことも議員の方から出るかもしれませんので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。

それではよろしくお願い致します。 

 

４．協議 

●会長 

  それでは早速協議に入りたいと思います。市の方からのごみ処理施設の関係でご説明をお願い

します。 

 

●市民福祉部生活環境課 次長兼課長 

  市民福祉部の生活環境課の真坂と申します。矢島出身でございます。いつもお世話になりまし

て大変ありがとうございます。今日は生活環境課の方から私と長谷部が２人参っております。そ

れからあと清掃センターの方から村井所長と伊藤参事が参っておりますので、よろしくお願い申

し上げたいと思います。はじめに、このような機会をこの忙しい中に設定していただきまして、

大変ありがとうございました。また、協議会の委員の皆様方には、日頃から我々市の施策全般に

つきましてご指導等賜りまして、大変ありがとうございます。この場をお借りいたしまして、厚

くお礼申し上げたいと思います。今回のごみ処理施設の整備方針ということでございますが、詳

しい内容につきましては、資料に基づきまして担当の方からご説明申し上げますけれども、その

前にこれまでの経緯につきましても若干ご説明申し上げたいと思います。ごみ処理施設につきま

しては、合併以来県の方でも広域化計画というものがございまして、隣のにかほ市と一緒に共同

で整備していくということでずっと進めて参ったわけでございますけれども、なかなかごみ処理

施設につきましては、整備にかなり時間を要するということもございまして、両市の中で検討を

重ねて参りましたけれども、施設の古さと言いますか、由利本荘市に比べまして、にかほ市さん

の方はかなり古いという状況もございまして、にかほの方では出来るだけ早くというような進み

方をお願いしたいと言うことで、我々もそれに沿って、一所懸命がんばってきたわけでございま

す。けれども、スケジュール的になかなか急いで出来ない所もございまして、にかほ市さんと調

整が上手く行かなかったというところがございました。最終的には、にかほ市長の方から、やは

りにかほのごみ処理施設の現状を考えますと、どうしても一緒になってやることができないとい

うふうなことの申し入れがございまして、今まで進めて参りました共同で行うということにつき

ましては、残念ながら断念しなければいけないという状況に、昨年の暮れになったということで

ございます。それから単独でやるというふうなことで、それまでは共同で２市でやるということ

だったものですから、単独の計画というものはまったく持っていなかった状況でございますけれ

ども、単独でもやらなければいけない理由というものは由利本荘市の中にもございまして、やは

り由利本荘市の今抱えている施設、本荘清掃センター及び矢島鳥海清掃センターございますが、

特に本荘清掃センターにつきましては経過１７年ぐらいなるものですから、建物そのものは特に

支障ないわけですが、中に入っている施設等に関しましてかなり疲弊しているという状況もござ
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いまして、やはり本荘清掃センターの方の改修もやらなければいけないという状況になっており

ました。そこで、そのようなことも踏まえまして、全体的にどのような形でごみの施設につきま

して、どのような方針を持って行くかということで、昨年の暮れから専門家と言いますかコンサ

ルにもお願いしながら、色々案を練って来たわけでございます。その中で、特にやはり今申し上

げましたとおり、今ある施設につきまして古くなっておりますが、まだいわゆる尐し直せば使え

るということもございますし、また、逆にはどうせだったらすべて新しいものに取替えて作った

方がいいのかなというような考え方もございますので、そういう両面から検討してまいりました

が、今回結論といたしましては、本荘清掃センターにつきまして、もう尐しリニューアルと言い

ますか、かなりの大規模なリニューアルになりますけれども、それを行って、本荘清掃センター

をもう尐し使って行きましょうというような考え方で進ませていただきたいなというふうに考

えております。また同時に、矢島鳥海清掃センターと２つあるわけでございますが、やはりこれ

を有効的に使うと言いますか、経費の面からいろんな事もございますので、矢島鳥海清掃センタ

ーにつきましては、焼却部分につきましては、本荘清掃センターの改良が終わった段階でやめて、

一つに統一したいというふうな考え方でおります。ただし、矢島鳥海清掃センターを使っている

矢島地域と鳥海地域の皆様方には、当然ご不便をかけるような、全部閉鎖なりますとご不便をか

ける形になりますので、そうはやはりいかないということで、焼却する部分につきましては廃止

いたしますが、収集してそこにストックするというような形でそれから焼却するというような段

取りで今やっておりますけれども、焼却する部分だけはやめて、そこに持って来てストックする

部分につきましては、当然今のまま現状を活かして行きましょうということで、直接持ってみえ

られる皆様方にはご不便をかけないような形で今の施設を改めて再利用しようということで計

画しているところでございます。収集の方法につきましては、今、収集業者さんに委託されてお

りますので、その点に関しましてはごみステーションから持っていって、今は矢島鳥海清掃セン

ターで焼却しておりますが、その部分につきましては本荘清掃センターに直接持って行くという

ような形になろうかと思いますけれども、これにつきましても収集関係でご迷惑をかけないよう

な形で、おそらく収集日、収集開始につきましては出来るだけ今の体制を変えないような形でし

たいなと考えております。と言うのは、そこら辺の混乱を招くおそれがあるということございま

すが、それよりも、もっと有効的な、収集車の補強と言いますか台数を増やしながら、そちらの

方の進み方をさせていただきたいなという考え方でおります。これはもう尐し、もう３年、４年

後この本荘清掃センターの基幹改良事業が完成するまでの間に、しっかりとした形で、また皆様

方にお示ししたいと思います。いずれに致しましても、そういうことで矢島、鳥海両地域の皆様

方には、特にご迷惑をかけないような形でこれからも進めさせていただきたいなというふうに考

えておりますので、ご理解の程おねがいしたいなと思います。いずれに致しましても、そこまで

至った経緯とか内容につきましては、これから担当の方から説明申し上げますので、今後ともい

ろんなご意見等を伺いながら進めさせていただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願い申

し上げたいと思います。 

 

●市民福祉部生活環境課 主査 

  生活環境課の長谷部でございます。座って説明させていただきたいと思います。お配りしてお

ります、由利本荘市ごみ処理施設の整備方針について、とタイトルいたしました資料に沿って説

明させていただきます。それでは説明に入らせていただきます。はじめにごみ処理施設の整備方

針を検討に至った理由でございます。１、検討の理由。読み上げさせていただきます。由利本荘

市では本荘清掃センター、矢島鳥海清掃センターの２つの施設でごみの焼却処理を行ってきまし

たが、主力の焼却施設であります本荘清掃センターにおいて、平成２１年度精密機能検査を実施
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したところ、経年劣化による設備の大幅かつ早期改修の必要性を指摘されました。これを受けま

して、市では今後のごみ処理施設の整備方針を、中長期的な視点に立って相対的に検討を行った

というものでございます。ここで尐し補足説明させていただきますが、読み上げました本文中に

精密機能検査とありますが、精密機能検査とは法定検査のことでありまして、両センター共に３

年に１度実施しているものです。簡単に申し上げますと、この検査において、本荘清掃センター

が古くなったことが原因で設備全体に劣化や損傷箇所が見られ、これまでのような定期補修だけ

では安全な運転が困難になると、これにつきまして早期に大規模な改修をするように指摘を受け

たというものであります。資料に戻りまして、両施設の概要について触れさせていただきます。

表１、本荘、矢島鳥海清掃センターの概要をご覧ください。はじめに本荘清掃センターですが、

所在は本荘地域の二十六木地区にございます。竣工は平成６年８月、１６年経過しております。

処理能力は、２つの焼却炉で１日当たり１６時間運転ですが、９７トンの処理が可能となってお

ります。搬入量ですが、昨年、平成２２年度に搬入された可燃ごみの量は約２１，７６９トン、

１日平均約８４トン搬入されているということになります。搬入地域は本荘地域をはじめといた

しまして６地域から搬入されております。本市の主力施設と言われるところであります。続いて

矢島鳥海清掃センターですが、鳥海地域の下川内地区にございます。平成１１年３月に竣工しま

して、１２年経過しておるというところでございます。処理能力は２つの焼却炉で１日当たり、

８時間運転ですけれども、２０トンの処理が可能となっております。搬入量は、昨年、平成２２

年度に搬入された可燃ごみは約２，１７３トン、１日平均約２０トン搬入されているということ

になります。搬入地域につきましてはここ矢島地域と、鳥海地域の２つの地域となっております。

続いて表２、本荘清掃センター補修整備費についてであります。平成７年度から２２年度までの

累積補修整備費は約１，５３６，２４０，０００円。これを１年当たりに換算しましたのがその

下、１６年間の平均補修整備費でありますが、更に厳密に算定したものが一番下、竣工から２年

間のメーカー保証機関を除いた１４年間の補修整備費であります。こちらを平均しますと年平均

約１０７，５８０，０００円かかっているという状況であります。補修整備費につきましては経

年毎に右肩上がりの状態であります。昨年度、平成２２年度では約１５０，０００，０００円か

かっているという現状であります。２ページ目をお開きください。２、検討内容についてでござ

います。２つの方針案をスケジュールに比較してみたものです。スケジュールの説明の前に、新

設と基幹改良の意味合いについて説明させていただきます。図１の整備スケジュールの下に新設、

基幹改良とはとありますので読み上げさせていただきます。新設とは、ごみ焼却施設を建設する

ことであります。既存施設を取り壊しまして、新しいごみ焼却施設を建設するということであり

ます。続いて基幹改良ですが、基幹改良とは本荘清掃センターの経年劣化した設備機器を新しい

ものへ交換したり、補修したりして、竣工当初に近い機能に整備しまして、既存の施設を継続し

て使用するということであります。これを踏まえまして図１、新設と基幹改良の整備スケジュー

ルをご覧ください。両方針とも最短で整備した場合のスケジュールです。ご覧のとおり新設の場

合、最短で平成２９年度の稼働、基幹改良の場合、平成２７年度の正常稼働となります。これを

踏まえまして検討した結果が、（１）整備スケジュールによる検討であります。両方針の特徴と

致しまして、新設の場合、建設稼働まで時間を要します。これによりまして定期保守以外の大規

模な改修をしなければならないということになります。完成後は約２０年、平成４９年度まで使

用が見込めるというものであります。新設の場合、基幹改良と比較して用地取得や建設工事にか

かる他に、各種調査、届け出が多く、また、許認可を必要とする業務も想定されまして、どうし

ても建設着工までに時間を費やしてしまうということであります。工事自体も基幹改良より時間

を要するということでございます。また、新設のスケジュール表にありますとおり、新しいごみ

処理施設を整備する間もごみ処理業務をストップさせるということは出来ませんので、現在の２
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つの清掃センターを引き続き運転する必要があります。これまでどおり通常補修費も負担になっ

てくるというものであります。それに加えまして、先ほど説明させていただきましたが、本荘清

掃センターの場合は早急に大規模改修を行う必要が生じてきておりますので、結果、基幹改良と

比較しまして大きな費用と時間を要するということになります。但し、完成後は補修費が現在よ

りは尐額となりますし、最新の設備で約２０年稼働する事が出来るというのが特徴であります。

一方、基幹改良の特徴ですが、既存施設を活用するため短時間で整備が完了します。整備完了後

約１０年間、平成３６年度まで使用が見込めるというものであります。基幹改良につきましては

既存施設を活用するため、短時間で設備の機能回復が可能となりまして、新設と比較して経済的

で早期の対応が可能となるということになります。但し、整備後は約１０年ほどしか保たないと

いうのが特徴であります。次に（２）事業費による検討であります。事業費の検討にあたりまし

ては国の指針を含めまして３パターン検討させていただきました。一つ目は比較期間①による事

業費であります。先ほどの、図１新設、基幹改良整備スケジュールをご覧ください。太い実線が

期間の①でございます。これは両方針を平成２３年度から工事完了までにかかる費用を比較した

もので、結果は整備時間の短い基幹改良が約４４億円経済的な結果ということになりました。３

ページ目をご覧ください。次に比較期間②による事業費であります。先ほどの図１の実線から点

線までの線引きした間での検討が期間②でございます。これは検討に当たりまして一定の条件を

設定し、比較したものであります。こちらにおきましても、基幹改良は約４０億円ほど経済的で

あるとの結果でありました。最後に国の指針によるライフサイクルコストによる比較でございま

す。比較②による事業費の横にあります比較表がそれになります。ライフサイクルコストとは建

物の生涯コストのことでありまして、ある時点でどれくらいの残存価値があるかというものを所

定の算定方法に基づき試算したものであります。本市の場合は、本荘清掃センター竣工から約３

０年後の平成３６年を比較検討いたしまして算定したところ、このライフサイクルコストにおい

ても基幹改良が約１１億円ほど経済的であるとの結果でありました。続いて（３）矢島鳥海清掃

センターの方向性についての検討であります。読み上げます。新設、基幹改良いずれの方針を選

択した場合も由利本荘市全域のごみ量を焼却可能な施設となることから、矢島鳥海清掃センター

の方向性についても検討致しました。その結果、統合、１つの施設で処理した場合、これまでど

おり併用、２つの施設で処理した場合と比べて施設管理費、ごみ収集費で年間約５８，３００，

０００円の節減が可能という試算をしてございます。以上の検討結果をふまえまして、３、検討

の結果であります。読み上げます。整備方針、現在のごみ焼却施設の現状を踏まえ整備スケジュ

ール、事業費等総体的に整備方針を検討した結果、経済性の優位点、緊急性を要する施設の現状、

短期間での設備機器の機能性の向上（安全性）を考慮し、本荘清掃センターを基幹改良する整備

方針と致しました。また、併せて矢島鳥海清掃センターについては本荘清掃センターの基幹改良

工事終了後の平成２７年度をめどに、統合をする方針といたしました。理由でございます。経済

性①事業費、ライフサイクルコストにおいて基幹改良が優位ということであります。②本荘清掃

センター建屋の有効利用であります。焼却施設の建屋は、一般的に４５年耐用可能であると言わ

れております。本荘清掃センターは、先ほどご案内しましたとおり平成６年に建設された施設で

ありますので、一般的には平成５０年まで使用が可能な施設と言われております。本荘清掃セン

ターは現在の耐震基準をクリアした施設でありますが、今回の整備方針の検討に当たりまして、

今年の７月改めて本荘清掃センターの耐震状況について調査を行ったところであります。その結

果をここで簡単にご紹介させていただきますと、施設全体に損傷劣化がなく、設計図書から必要

とされる耐力の約１２０％の耐力で設計施工されているため、今後も使用に耐えられる施設とい

う見解を頂戴してございます。続けます。③２つの施設の統合により補修整備費、運転費を縮減

出来るということでございます。先ほど説明いたしましたとおり、統合の場合、併用した場合と
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比較し年当たり５８，３００，０００円縮減可能という試算でございます。４ページ目をお開き

ください。緊急性ですが、冒頭説明いたしましたとおり、本荘清掃センター使用設備の老朽化に

より、早期に設備機器の交換補修が必要な状況であります。最後に安全性であります。①焼却能

力の回復が図れ、効率的な運転が可能となります。②二酸化炭素の削減、ダイオキシン類の発生

の抑制が向上しまして環境への負担を軽減し、より安全な運転が可能となるものであります。以

上が理由であります。最後に４、基幹改良のイメージと工事の概要であります。工事の概要と効

果について読み上げます。概要ですが、劣化した設備機器の取替と補修整備を行い、竣工当時に

近い処理機能に整備すると共に、施設を１６時間運転から２４時間運転施設へ改良致します。効

果と致しましては設備が新しくなり、また、２４時間運転することで炉の立ち上げと立ち下げ回

数を減らせることで、ダイオキシン類、二酸化炭素の排出をいっそう抑制するとともに、燃料の

節減が図れます。また、燃焼による温度変化を抑制しまして、耐火物、金属構造物等の損傷を抑

えるという効果もございます。以上で説明の方は終わらせていただきたいと思います。 

 

●会長 

  ごみ処理施設の整備方針について説明いただきましたが、委員の方々からこれにつきましてご

質問等を受けたいと思います。何かございませんか。 

 

●A委員 

お聞きしますけれども、施設の改良以前の問題として、年々人口の減尐等から世帯も人も減っ

ていきますし、当然ごみの量も減っていくような感じもします。これから減量化も推進していく

だろうと思いますが、そういう点から考えますと、こういう年数くらいしか延びないものでしょ

うか。今後改良した場合、処理量と劣化の度合いというのはやはり、余計焚けば余計耐用年数が

減って行くということですか。参考までに教えてください。 

 

●市民福祉部生活環境課 次長兼課長 

ただ今のご質問のとおり人口も減尐しておりますし、世帯の方も減ってきているというような

ことで、ごみの量も年々減っている状況でございます。試算してもらったところ、平成２７年度

に稼働する段階になりますと、だいたいごみは１日８５トンくらいの見込みだということで、そ

れに対応した整備を進めるようという形で今考えているところでございます。また、やはりごみ

の量が尐なく、これからもずっと尐なくなっていくとすることになりますと、今後１０年くらい

しか保たないというふうに言われてはおりますけれども、当然燃焼させるとかそういうものによ

って施設の方も傷みが出てくると思いますので、１０年でなくもう尐し延びるんじゃないかなと

いうふうな予想も立てております。出来るだけ経済性も考えながら、使えるものは使うというふ

うな形での進め方をしていきたいなということですが、ただ通常はだいたい１０年くらいという

形で言われているものですから、いまのところは１０年という形ですが、出来るだけ長く使える

ような運用を進めて参りたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

●会長 

他にございませんか。 

私からひとつ伺いたいのですが、矢島鳥海清掃センターの件、我々地域のことなのですが、収

集形態は今までと同じような形でするのでしょうか。 

 

●市民福祉部生活環境課 次長兼課長 
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  収集形態は出来るだけ変えないようにしたいということを思っておりますが、やはり収集車が

今までは鳥海の所に持って行くという距離だったのですが、今後は本荘の方に持って行かなけれ

ばいけないということで、当然距離が長くなるものですから、それだけ収集にとって負荷がかか

るということが想定されますので、負荷を埋めるために車の増強とか、例えば一台増やすとかそ

のような方策をとってやれればなというふうに考えているところでございます。 

 

●B委員 

  矢島鳥海地域は基本的には変えないというお話しでしたが、それでは由利本荘市全域としてご

みの収集頻度などの条件については現在同じような状況にあるということなのでしょうか。遠く

なることによって、矢島だけ尐ないというようなことのないようにお願いしたいなと思ったとこ

ろです。 

 

●市民福祉部生活環境課 次長兼課長 

  今のサービスを低下させると言うことは一切考えていません。今の方法が一番いいかとなりま

すと、これから変わって来ますと色々な方法が出て来るかと思いますが、今のサービスより低下

は絶対させないようなかたちで収集方法なども検討して参りたいと思っておりますので、頻度的

に今のものを下回らないと言うことを考えております。 

 

●B委員 

  今のものを下回らないと言うことは先ほどの説明でわかったのですが、由利本荘市広域でやる

ということですよね。地域ごとに頻度の偏りがないのかどうかというのをお聞きしたかったので

す。 

 

●市民福祉部生活環境課 次長兼課長 

  今のところ地域の事情によりまして、例えば可燃ごみであれば週２回というところと１回とい

うところもございますけれども、それは今まで合併前からの色々な仕組みの中でやっておられる

ということで、今までのものをベースにしながら、そのものは出来るだけ変えないようにしなが

ら、出来ればもっといい方法があればそちらの方に変えていきたいと考えております。 

 

●B委員 

  現状がどうなのか把握しているわけではないのですが、本荘は何回も来るけれども矢島は週何

回だとかいうような、偏りのないようにご配慮いただければなと思ったということです。 

 

●市民福祉部生活環境課 次長兼課長 

  可燃ごみと不燃ごみにつきましては地域統一と言いますか、週２回とかということで変わらな

いのですけれども、粗大ごみに関しましては特に本荘地域については需要が多いものですから、

回数が尐し多くなっているという状況にございます。普段のものにつきましてはだいたい均衡を

図っている状況でございます。 

 

●会長 

他にございませんか。 

 

●C委員 
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 先ほどの説明でライフサイクルコスト、ちょっとよくわからなかったので、もう尐し詳しく教

えていただければなと思います。 

 

●市民福祉部生活環境課 主査 

ライフサイクルコストと言いますのは、建物の生涯コストということでありまして、建設から

定期補修、運営している間の補修費、あとは解体・廃止までの一連のコスト、建物にどれくらい

のコストがかかったかと言うのがライフサイクルコストのことであります。非常にわかりにくく、

例えがあればそちらで説明できればよろしいのですが、なかなかその例えもなくて、製品や施設

の整備にかかる費用を、製造あるいは建設、使用、廃棄処分までの費用を総計したもの。バブル

崩壊後、公共事業の見直しに関連しまして、維持管理を含めたコストの低減手法の一環として取

り上げられたと言うものであります。近年では各種の施策とか、橋を架けたりとか色々な公共物

を建てる際にはこの評価というのは必ず求められているというものであります。対象となるコス

トとして建設や大規模改修などの一時的に多額の費用の発生する、いわゆるイニシャルコストと、

維持管理のランニングコストと言う風に分けられています。いずれ、建設から施設が解体される

までの費用という風なことでございます。 

 

●C委員 

 そこまではわかりました。それで、今回の事業費の比較と言うことですけれでも、これであれ

ば３６年までの比較ということですよね。そうすると新設した場合は残存価値があるということ

ですよね。当初事業費についてはこれだけの差はあるのですけれども、その後の比較検討という

ものは見ないのですか。単純に３６年で、残っているものは価値がないものということでしょう

か。 

 

●市民福祉部生活環境課 次長兼課長 

 この表の中で、単純に建設費だけを比べたものが４４億円位の差があるということでございま

して、今おっしゃられたような残存価値というものを踏まえたものがライフサイクルコストとい

う中の数字に入っております。ライフサイクルコストの中には、平成３６年時点での価値を示す

ということになっておりますので、当然新設の場合は、例えば２９年からですので、３６年まで

の間は償却しますが、３６年の時点でも価値は残っているという風なことで、新設の場合はその

分を経費の方から差し引いております。それが、ライフサイクルコストで新設の場合４５億と言

う数字になっていというのが、表が途中飛んでいるものですから、実際にかかっているものより

も価値がある分は差し引いていると言うことで、そこに計算されております。基幹改良の方はす

でにその価値がないと言うことで、そのままの数字が上がっておりますけれども、そういうこと

による比較で、ライフサイクルコストというそういう比較もございますので、その価値も含めた

中でも、実際１１億くらい基幹改良の方が有利ですよという算定になったということでございま

す。 

 

●会長 

他にございませんか。 

 

●D委員 

 基幹改良で工事をやることになりますと、これでいきますよ２５年と２６年の２カ年間かかる

ような工事の期間なようですが、この期間の本荘地区のごみ収集したものはどう処理されていく



9 

 

のでしょうか。それから、基幹改良しましても平成３６年までしか持たない、丁寧に使えば３年、

５年と延びるかもしれませんが、いずれ新設ということになると思います。そうなってきた時に、

新設の場合は２年半とか３年くらい工事期間がかかるわけですけれども、その期間の焼却は矢島

鳥海清掃センターもないわけでして、それだけの量をどうやって処理するのかお知らせ願いたい

と思います。 

 

●市民福祉部生活環境課 次長兼課長 

 最初に、基幹改良する２カ年間の、工事期間内のごみの処理の方法ですけれども、２カ年にわ

たる工事になりますが、２炉がございまして、１炉ずつ１年ずつかけてやるということで、１炉

については残るわけです。１炉で調整を図りながらやると言うことでございますが、おそらく１

炉だけではちょっと出来ない期間というのもあると思いますので、その時には矢島鳥海清掃セン

ターの方を何回か利用させていただくような方法をとらせていただきたいなという風に考えて、

支障のないようにしていきたいと言うことを考えております。それから、平成３６年後の新設と

言うことに当然なるかと思いますけれども、新設していく場合につきましてはおそらく約１０年

近くかかる予定でありますので、今回平成２７年度に基幹改良が終わって、その後のことにつき

ましては終わったら早速次の手立てに取りかからなければならないと思っております。当然、今

の場所になるかどこの場所になるかわかりませんが、用地の確保とかいろんなものも絡んで参り

ますので、そういうことも計算しながら進めて参りたいと思っておりますし、今のものを使い終

えまして、新しいものが出来る間までの計算上ですけれども、当然支障のないように、新しいも

のが出来る前までには今のものを活かしていくということになりますけれども、逆に今のものが

活かせなくなる前に新しいものを作るというような計画で進めていかなければいけないという風

に考えております。 

 

●E委員 

 本荘の清掃センター完成と同時に矢島の焼却炉を廃止するという説明でこの文章に付いている

のですけれども、今の話しでもし本荘がそういうふうな事故あった場合、矢島の焼却炉で対応し

たいという風な話しで聞いたのですけれども、そうすれば停止しておくと言うことですか。矢島

の焼却炉そのものは全部廃止してしまう、なくすという意味のどちらですか。 

 

●市民福祉部生活環境課 次長兼課長 

 先ほど申し上げましたのは、工事期間中と言いますか、できる２７年までの間につきましては

矢島の方を使うという風になっておりますので、本荘が出来るのが２６年度で出来て２７年から

使うわけですけれども、その時点で矢島の焼却の部分は廃止したいと考えております。 

 

●E委員 

 ストックとか言いますけれども、建物を残しておくと維持費が当然かかってくると思いますけ

れども、その辺はどういう考え方でしょうか。 

 

●市民福祉部生活環境課 次長兼課長 

 まだ確定はしていないわけですけれども、建物も補助金をいただいて建てている施設でござい

まして、あと起債を借りているということもありますので、そこをちょっと詰めなければいけな

いわけでございますが、今の試算している段階では、それも補助金の返還をしないで、例えば解

体するとか、ほかの用途に使うとかというのも可能であると言う見方をしているわけですけれど
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も、そういう意味で建物の方につきましては、今言われましたとおり、いずれは古くなれば壊さ

なければいけない状況ですから、そのために壊すことにおいても補助がもらえるという制度がご

ざいますので、この後今のものをどうやって利用するかと言うことによりまして、建物を壊すと

いう部分につきましても補助の対象になるという風なことでございますので、そういうことを踏

まえまして、出来るだけ有利な方法、使いやすい方法と言う風な形で、いらない部分につきまし

ては、必要ない部分につきましては出来るだけ廃棄した方が将来のためにも、また、環境とかそ

ういうことのためにも必要なんじゃないかなと今のところは考えているところでございます。 

 

●会長 

他にございませんか。なければこのごみ処理施設の整備方針についての議題を終えたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

はい、それではごみ処理施設の整備方針についての説明会を閉じたいと思います。いずれ、地

域住民に不便を来さないように、効率的な整備方針を打ち立てていただきたいと思います。 

 

●会長 

引き続き会議を続行致します。提言のまとめ方についてを議題と致します。この件につきまし

ては前回の２回目の協議会においても協議致しておりますが、その内容につきましては、矢島支

所で処理できるような提言についてはご案内のように今回その部分を文章からは除いておりま

すので、今後予算的な措置が必要だと言うようなことが考えられる部分を今回の提言にまとめて

みました。そして、みなさんから提言いただいたものについては若干文章も整理致しております

ので、その点をご理解いただきたいと思います。事前にみなさんい配布してあるわけでございま

して、熟読していただいたと思いますが、これにつきまして、この点については若干肉付けした

らというようなご提言がありましたら受けたいと思います。よろしくお願いします。 

 

●A委員 

 下から二つ目の子吉川両岸の支障木の件が入っておりますが、どこの地域の方からのご意見な

のか中身がわかりませんが、一例として私のところでも河川事務所に相談した結果切ってもよい

という返事をもらって切らせていただいたことがあるので、もし自分の田に支障が出ているもの

に限り切ることが出来るとすれば、解決するのではないか。あるいは誰かに切ってもらいたいと

いうのであれば、県に相談すれば解決策があるのではないか。 

 

●会長 

いずれ今の件につきましては担当課長も見えられておりますので、後ほどご説明をいただきた

いと思います。ご提言ありがとうございました。 

何か他にございませんか。もしないとすれば、このままで市の方にご提言を申し上げたいと思

います。ただ、担当課長さんの方で、この点についてはこういう状況であるという説明をいただ

ければありがたいです。順を追ってお願いできますでしょうか。 

 

 

●建設課長 

 建設課長の佐々木でございます。私の方からは、中段にあります道路河川環境整備関係につい

て、現在の動き等につきまして若干説明させていただきたいと思います。 

 １番目の長泥橋への歩道設置でございますけれども、これにつきましては前回お話しがありま
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したことから、由利地域振興局の建設部の方に口頭で申し入れしてございまして、現地調査はし

ていただいております。ただその時点の話しでは、実際の通行量、それから子どもたちを含めた

利用歩行者、さらに現状の写真等をある程度整理した正式な形で要望書として上げていただいて、

もしそれが歩道設置基準に合致すれば、今すぐには対応は難しいにしても、長期的な計画には載

せることが出来るのではないかという程度の回答をいただいてございます。 

 それから２点目の子吉川両岸の支障木の件につきましては、管理が先ほどお話しに出ました由

利地域振興局になるわけでございますけれども、個人で支障のあるものを伐採する場合には、で

きれば矢島の建設課でもいいですし、振興局の窓口でもいいですので、簡単な書面のやりとりを

していただければ許可するということを聞いてございます。また、今年度一箇所、長泥橋の上流

のところもかなり生い茂っておりまして、ご相談がありまして、これにつきましても担当の方に

申し入れ致しまして、後日、現地調査をしていただくことになっております。 

 三番目の除雪等の要望が２点ほどあるわけでございますけれども、これにつきましては、市全

体の問題もございまして、最後には矢島地域の、特に休日等の体制のことでございますけれども、

いずれにしましてもこれから由利本荘市全体の除雪計画というものを練り上げている途中でござ

いますので、その中できちっと反映できるように検討してまいりたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

●会長 

 はい、ありがとうございました。もし出来れば、他の課長からも、もし説明いただけるような

ことがあればよろしくお願いします。 

 

●振興課長 

 特に管理職で協議したわけでもございませんので、その担当課長が今わかる範囲でしかお答え

できないと思いますけれども、ただ、ここに上げていただいた項目につきましてはみなさんのご

提言でありますので、幹事会等で吟味をさせていただいた内容でございますので、支所としてお

答えするのは具合悪いところがあるのかなと思いますので、もしみなさんから先ほどの建設課の

関係部門で答えられるものがあればお答えしますので、ここというものがあれば、逆にお伺いし

てお答えしていきたいと思います。 

 

●B委員 

 除雪の所なのですが、空き家空き地対策というお話しがあったかと思うのですが、それはあえ

て削除された理由は何でしょうか。 

 

●市民福祉課長 

 こういった質問が、季節柄来るのではないかなと予想はしておりましたけれども、たしかに悩

ましい問題であります。結論から申しますと、個人の財産であり、行政がうかつに手をかけるこ

とは出来ないということが基本でございますが、ただ、付近の住民、あるいは通行人に危害が及

ぶといった状況を、市が個人財産だからと言って全く知らないと言った風にして放置しておくこ

とは出来ないかと思います。ぎりぎりのと言いますか、主観的な言葉になってしまうのですけれ

ども、ぎりぎりのところまで見た上で、どうしようもない場合は手をかけなければいけないんじ

ゃないかと思いますし、また、現実にこの前の冬もそういった対応をしておりますし、付近住民

のみなさんと情報交換しながら、また、お互いに協力体制を取りながらやっていきたいという風

に思います。ただ今の質問は、空き家住宅のうち、色々手を尽くしてもどうにもならないと言っ
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たようなケースだという風に捉えてよろしいですか。 

 

●B委員 

 はい。小学生の通学路とか、道路の隣接地にある空き家の上から雪が落ちてきて危ないとか、

あちこちで聞く話でありますし、空き家対策的な話しは、今、矢島に限らずあちこちで出てきて

いる話だと思いますので、ぎりぎりのところでご対応されているのはわかりますが、抜本的にそ

ういう取り決めがどこかに出来ないと、個人財産と公共の戦いと言いますか、そういう難しい所

だと思いますので、何か逆に指標となるような基準をどこかで決めていただければ、今後住民の

間でもトラブルが尐なくなるのではないかと思い、質問しました。 

 

●市民福祉課長 

 市の条例では、住みよい環境条例というものがございまして、その中で空き家空き地等につい

ても含まれてはおります。そこで出来るのは、管理している方がわかると言ったような場合でし

て、市とその相手方の関係において、勧告、あるいは命令まですることが出来ると言う風になっ

ております。ただ、そういった場合は色々手を尽くしております。それでも現実的に、東京に住

んでいらっしゃるとか、そういう方に、その所有者に対して何度も何度も手紙を書いたり、電話

をしたりと手を尽くしてはいるのですけれども、それでも改善されないといった場合が、実際に

あります。そういった場合は、先ほど申しましたような回答になっているわけですけれども、た

だ抜本的な対策というものを考えないと、これはいつまでたっても毎年毎年同じ状況になってお

ります。課長会議あるいは総合支所長等の集まった会議においても、この話題はしておりますし、

他市の横手市や大仙市等においても、そういった条例化をして対策を考えなければいけないとい

うことで、条例化したりしているところもございます。これは、それぞれの市、あるいは町単位

での話しではないと言う風なところまで来ていると思いますので、私の希望としては、総合支所

長にも話しをしているところでございますけれども、全県的な取組だとか、そういった方向で考

えていかなければならないのではないかという風に思います。正直に申し上げまして、条例はあ

るけれども、手を尽くしても駄目なものは、最初に申しましたけれども個人財産というところで

手詰まりの状態にあるということでありますが、問題としては非常に大事な事だと承知しており

ます。 

 

●F委員 

 同じ除雪のことなのですけれども、除雪の提言の中で臨時職員の下りがありますが、これを読

むと除雪作業に当たっている作業員が問題があるような表現に捉えられて、私にはそんなような

表現に感じられるのですが、作業員は一所懸命にやっているはずで、その班長の話も出てきます

けれども、これについては建設課が責任を持って運営をしているはずなので、班長や作業員がど

うだとか言う話しではないんではないかなと思いますので、出来ればこの表現はちょっと変えた

方がよろしいのではないでしょうか。 

 

●会長 

 この点につきましてはご提言いただいた時から幹事会でもこの文言については悩ましいとして

議論がありました。ただ、提言された方々の思いもあるということで、率直にこのように載せて

きているわけでございます。 

 

●F委員 
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 職員がどうこうという話しではないのかなと言う風に思いますので、再考する必要があると思

います。 

 

●会長 

 専門的な部分からいきますと、建設課長さん、この点についてはどのようなご判断でしょうか。

難しい質問なわけですが。 

 

●建設課長 

 逆に私がお願いすべき所をご発言いただきましてありがとうございます。実は、皆様ご承知と

思いますが、先ほど言いました道路の除排雪計画では、矢島地区につきましての総括責任者は総

合支所長でありますし、その次が私でございます。ここに書いてございます、臨時職員を除雪班

長というような表現になってございますが、これにつきましては冬期間にお願いしている作業員

を含めた除雪機械を作業する責任者がここに書かれている事の意味でございまして、先ほど言い

ましたとおり全体の責任については当然支所長をトップにしまして職員で臨んでいるところでご

ざいますので、この点は十分理解をお願いしたいと思っているところでございます。ただ、一番

言いたいのはたぶん前段にありますけれども、特に土日祭日に正職員が出ていないために、苦情

等の処理がうまくこなされていないのかなと、これについてはかなり難しい問題でございますの

で、私の一存ではお答えできる問題ではないので、よろしくご理解の程お願いしたいと思います。 

 

●会長 

 今の F委員と建設課長さんのご判断も含めて、幹事会の方で文言を整理したいと思います。 

 

●F委員 

 前段についてはよろしいかと思います。豪雪の時は皆さん困っているということで、こういう

ような苦情が来ると言うことは考えていかなければいけないでしょうけれども、後段については

ちょっと一考していただければなということでございます。 

 

●A委員 

 表現にはやや問題がありそうですが、現実としてはこういうことが起きているということを耳

にしているので、改善をする余地は当然認めてもらわないと、なかなか現場では変えることが出

来ないので、表現については公に出すにはどうかなとも思いましたけれども。 

 

●会長 

 今、A委員からも話しがあったように、色々なそういう状況を踏まえた判断は、幹事会の中で

はありました。しかしながら文言をこの通り変えないで提出をして皆様の議論を仰ぎたい、とい

うことで出したわけですので、今日、色々ご提言ありました。やはり公的に出すにはふさわしく

ない文言だと言う部分を、みなさまにご理解いただいて、事務方と検討して差し障りのないよう

な文章に整理をしたいということで、ご一任いただけないでしょうか。そういうことでよろしく

お願い致します。 

 

●会長 

 他に何かございませんか。 

 これらの点について市の方にご提言をして、改善できるよう鋭意努力していただきたいという
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風にして提出したいと考えています。そういうことでよろしいでしょうか。 

 

●各委員 

（賛同の意） 

 

●会長 

 それではそのようにしてまいります。 

 予定しておりました協議については終えておりますが、何かこの際に皆様からご意見等ござい

ませんか。なければこれで終えたいと思います。 


